


町
づ
く
り
報
告
③ 

〜
在
宅
医
療
等
に
つ
い
て
〜�

　
各
地
域
の
秋
祭
り
も
終
わ
り
、
皆
様

方
の
ご
家
庭
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
や

っ
と
落
ち
着
き
を
取
り
戻
さ
れ
て
い
る

こ
と
と
思
い
ま
す
。�

　
さ
て
、
今
回
の
町
づ
く
り
報
告
は
、

ふ
れ
あ
い
診
療
所
か
ら
在
宅
医
療
等
に

つ
い
て
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。�

�

◎
在
宅
医
療
に
つ
い
て�

　
在
宅
医
療
と
は
、
患
者
の
方
が
病
院

で
な
く
居
宅
で
の
療
養
を
行
う
こ
と
を

い
い
ま
す
。�

　
そ
し
て
、
個
々
の
患
者
の
方
の
状
態

や
各
家
庭
に
お
い
て
の
環
境
は
異
な
っ

て
く
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
家
族
と

共
に
豊
か
な
人
生
を
送
っ
て
い
た
だ
く

た
め
に
、
ま
た
、
ご
自
宅
を
中
心
に
自

立
し
た
時
間
が
持
て
る
よ
う
支
援
す
る

こ
と
を
い
い
ま
す
。�

　
ふ
れ
あ
い
診
療
所
は
、
次
の
種
類
の

在
宅
医
療
を
患
者
の
方
に
提
供
し
て
い

ま
す
。�
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宅
時
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学
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在
宅
末
期
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総
合
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在
宅
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訪
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看
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◎
在
宅
末
期
医
療
総
合
診
療
に
つ
い
て�

　
ふ
れ
あ
い
診
療
所
で
は
、
平
成
十
八

年
四
月
か
ら
在
宅
療
養
支
援
診
療
所

（
居
宅
で
療
養
す
る
患
者
の
方
及
び
ご

家
族
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
往
診
や
訪

問
看
護
を
提
供
及
び
手
配
で
き
る
体
制

を
整
え
た
診
療
所
）と
し
て
、居
宅
に
お

い
て
療
養
を
行
っ
て
い
て
、
通
院
が
困

難
な
末
期
の
が
ん
患
者
の
方
に
対
し
て
、

計
画
的
な
医
学
管
理
の
下
に
、
医
師
と

看
護
師
が
協
力
し
訪
問
し
な
が
ら
、
ご

自
宅
で
の
生
活
の
援
助
を
提
供
で
き
る

よ
う
体
制
を
確
保
し
て
診
療
等
に
あ
た

る
こ
と
を
い
い
ま
す
。�

　
ふ
れ
あ
い
診
療
所
は
、
末
期
の
が
ん

患
者
の
方
で
あ
っ
て
も
定
期
的
に
訪
問

診
療
や
訪
問
看
護
が
実
施
で
き
る
体
制

を
整
え
、
患
者
の
方
の
症
状
が
急
変
等

に
よ
り
患
者
の
方
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、

い
つ
で
も
医
師
ま
た
は
看
護
師
が
対
応

で
き
る
よ
う
、
ま
た
、
常
時
往
診
で
き

る
体
制
を
確
保
し
、
で
き
る
範
囲
で
の

ケ
ア
を
提
供
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。�

　
余
命
を
宣
告
さ
れ
、
在
宅
で
療
養
さ

れ
て
い
る
患
者
の
方
の
ご
家
庭
で
、

種
々
お
困
り
の
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
ら

一
度
ふ
れ
あ
い
診
療
所
医
師
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。�

�

◎
在
宅
患
者
訪
問
看
護
を
ご
存
知
で
す
か�

　
在
宅
患
者
訪
問
看
護
と
は
、
居
宅
に

お
い
て
療
養
を
行
っ
て
い
る
患
者
の
方

で
あ
っ
て
、
疾
病
・
障
害
な
ど
の
理
由

か
ら
通
院
で
き
ず
、
ご
家
庭
で
生
活
し

て
い
る
方
に
看
護
師
が
訪
問
を
し
、
療

養
の
ご
相
談
や
お
手
伝
い
を
し
た
り
、

ま
た
、
主
治
医
の
指
示
・
連
携
の
も
と

に
医
療
的
な
ケ
ア
を
行
う
こ
と
な
ど
を

い
い
ま
す
。�

　
ふ
れ
あ
い
診
療
所
の
看
護
師
は
、
専

門
的
知
識
と
技
術
を
提
供
し
、
療
養
生

活
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。�

�

◎
在
宅
患
者
訪
問
診
療�

　
な
ん
ら
か
の
疾
患
を
抱
え
、
定
期
的

に
医
療
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
外
来
診
察
が
で
き
な
い
場
合

に
、
ご
自
宅
に
医
師
が
定
期
的
に
訪
問

し
診
察
を
行
い
、
状
態
管
理
や
薬
の
管

理
等
を
行
い
ま
す
。�

�

　
直
島
町
内
に
お
い
て
も
、
在
宅
医
療

が
必
要
な
方
を
か
か
え
て
お
ら
れ
る
ご

家
庭
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
今
回
、

報
告
い
た
し
ま
し
た
制
度
等
に
つ
い
て
、

利
用
し
て
み
た
い
と
思
わ
れ
る
方
が
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
ふ
れ
あ
い

診
療
所
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。�
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れ
あ
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ふれあい通信なおしまだより�

１１１１月月��

16日（金）フォーク、ニューミュージック（Jポップ）�

19日（月）グループサウンズ（Jポップ）�

20日（火）シングルチャート（歌謡演歌）�

21日（水）通信カラオケDAMチャート（歌謡演歌）�

22日（木）アーティスト特集（歌謡演歌）�

26日（月）テーマ別特集（歌謡演歌）�

27日（火）年代別ヒット曲（歌謡演歌）�

28日（水）1960年代ヒット曲（歌謡演歌）�

29日（木）昭和初期～昭和40年代ヒット曲（歌謡演歌）�

30日（金）新譜、再発アルバム（ジャズ）�

１１２２月月��

 3 日（月）アーティスト特集（ジャズ）�

 4 日（火）廃盤、名盤アルバム（ジャズ）�

 5 日（水）コンテンポラリージャズ（ジャズ）�

 6 日（木）フュージョン、スムースジャズ（ジャズ）�

 7 日（金）スウィング、デキシーランド（ジャズ）�

10日（月）ジャズボーカル（ジャズ）�

11日（火）ジャズファンク、レアグルーヴ、クロスオーバー（ジャズ）�

12日（水）新譜アルバム特集（クラシック）�

13日（木）作曲家特集（クラシック）�

14日（金）演奏家特集（クラシック）�

※番組は、予告なく変更になる場合がありますがご了承ください。�

故障かなっと思ったら�
　ボリューム・放送時間帯を確認してください。�
　故障受け付けは、113番へお願いします。�
　移転・廃止は、必ず役場総務課まで印鑑を持参し、手続をしてください。�
　オフトーク通信再放送などの操作のお問い合わせは、役場総務課 
892－2222まで、お気軽にお問い合わせください。�

１１月１６日からのオフトーク通信4ＣＨの番組表です。�
どうぞ、お楽しみください。�

防災�
コーナー� 今月からは、近年の自然災害について�

お話していきます。�

　平成７年１月17日午前５時46分、兵庫県南部地震

（Ｍ７.３）が発生、死者6,434人をだす大災害となっ

た。大都市の直下で活断層が活動して起きた地震だ

ったため、神戸・芦屋・西宮・宝塚など、六甲断層

系の活断層に沿って分布する都市に、大規模な災害

をもたらした。�

　木造建築物、非木造建築物、土木構造物などの倒

壊や崩壊、ライフラインの断絶、広域火災、地盤の

液状化災害、六甲山地での斜面崩落など、まさに都

市の複合的な災害になった。�

　とくに、重要な点は、死者の８割以上が、木造住

宅の倒壊による圧死や窒息死だったことである。�

　鉄筋コンクリート造りのビルにも、大きな被害を

生じた。特に目立ったのは、１階部分が潰れたり、

中間階が押し潰された建物が多かったことである。

地震の発生が、もし平日の昼間であったなら、オフ

ィスビルで多数の死者がでた可能性がある。�

　この災害を契機にして、各地で住宅の耐震診断や

耐震補強を進めようという声があがった。特に建築

基準法が現行のものに改正される昭和56年よりも前

に建てられた、いわゆる「既存不適格」の建物に被

害が集中した点を踏まえて、耐震化が急務であると

指摘されたのである。�

　しかし、耐震化に対する一般住民の意識は、けっ

して高いとはいえないのが現状である。住宅の耐震

化は、個人の生命や財産だけの問題ではない。もし

家屋が倒壊して道路を塞ぐことになれば、避難行動

の妨げにもなるし、緊急自動車も走れないような状

態になる。被災地の救助、救援活動にも大きな障害

を生じることになる。したがって、住宅の耐震化を

進めるということは、地域の防災力を高めることに

繋がっているのである。�

�

11月は、阪神・淡路大震災についてです。�



あなたにも救える命があります�
～直島町役場にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置～�

�

お問い合わせ先�

役場総務課（企画電算室）1892－2020

お問い合わせ先�

役場総務課　1892－2222

◎講座のメニュー�
・防災対策　　・交通安全�
・ごみの分別収集から始めるリサイクル�
・まちの福祉サ－ビス　　・健康と食生活�
　　　　　　　　　　　　　　など町行政全般。�
　このメニューは一例です。�
　詳しくは 役場総務課 1892-2020 まで�

ご相談ください。�
�
◎利用できる方�
　原則として町内に在住している10人以上で構
成されたグル－プ等です。�
�
◎開催時間と場所等�
　午前９時から午後９時までの間で、２時間以内
とし、開催会場は町内に限ります。�

◎申し込み方法など�
　講座を受講しようとする団体の代表の方は、講
座を受講したい日の約１ヶ月前までに、役場総務
課（企画電算室）へお申し込みください。�
　なお、担当課の業務等の関係で、日時などご希
望に沿えない場合もありますので、事前にご相談
ください。�
�
◎お願い�
　この講座は、町行政が担当する業務の説明を町
職員が行い、町民の皆様に行政を知っていただく
ことを目的としており、説明に関する質疑や意見
交換もできます。なお、行政に対する苦情などを
言い、又、受ける場ではありませんのでご理解く
ださい。�
�

出前します「気軽な行政講座」�

「ここが知りたい！」「こんなことを勉強したい！」「ここが知りたい！」「こんなことを勉強したい！」�「ここが知りたい！」「こんなことを勉強したい！」「ここが知りたい！」「こんなことを勉強したい！」�「ここが知りたい！」「こんなことを勉強したい！」�
　町が行っている仕事の中で、皆さんが知りたい内容、聞きたい内容をお申し込みいただければ、
町職員が講師となってお話を出前します。�

　10月25日（木）、AED（自動体外式除細動器）を役場総務課に設置いたしました。�
　AEDとは、Automated External Defibrillator（自動体外式除細動器）の略で、電源を入れると音
声で操作が指示され、救助者がそれに従って 除細動 （= 疾病者の心臓に電気ショックを与えること）
を行う装置です。AEDは自動的に心電図によって、電気ショックを与える必要があるかどうか判断し
ます。�
　心肺停止の場合の手当としては、人工呼吸や心臓マッサージは、救命手当
の方法としてよく知られています。しかし、このような心肺蘇生法では、リ
ズムを失った心臓を正常に戻すことはできません。酸素を全身へ運ぶ血液の
流れを再開させるためには、一刻もはやく除細動器と呼ばれる装置で心臓に
電気ショックを与える必要があります。�
　この除細動器の使用はこれまで医師・看護師・救急救命士な
どにしか許可されていませんでしたが、2004年7月より、
AED（自動体外式除細動器）の使用が一般住民にも認められ
るようになりました。�
　もしもの時のために、直島町内のAEDの設置場所を知って
おいてください。�
※AEDの取扱い方法などの研修会については、役場総務課までご相談ください。�



情報�
BOX
情報�
BOX
情報�
BOX

お問い合わせ先�

役場環境水道課　1892－2225

◎日　時　１１月２０日（火）�

　　　　　9：00～12：00�

◎場　所　西部公民館�

◎相談員　土井　　厚�

　�

※お気軽にご相談ください。�

行政相談�
今月の納付期限�

国 民 健 康 保 険 税……………第6期分�

介 護 保 険 料……………第6期分�

納付期限  １１月３０日�

税務課からのお知らせ�

“たばこは町内で買いましょう”�
直島町内で販売された“たばこ”の税は直島町に入ります。�

　直島町では、下水道整備事業の困難な区域又は場所において、下水道整備事業に代わる生活排水対策
としてトイレ、台所、風呂、洗濯機などの家庭から出る生活雑排水を処理する「合併処理浄化槽」の設
置に対して補助を行っています。�
　また、「合併処理浄化槽」の設置に際し、既存の「単独処理浄化槽」を撤去あるいは雨水貯水槽に転
換して利用する場合にも補助が受けられます。�
　平成16年度から開始されているこの補助制度は、平成25年度までの10年間に限られています。�
�
�
　合併処理浄化槽の設置に対して補助を行っておりますが、平成20年度から設置に対する補助金額が
減額される予定です。下記の用件に該当する設置補助対象者で、合併処理浄化槽を設置する予定の皆さ
んは、今年度中に設置をされますようご案内申し上げます。�

◆平成19年度補助予定基礎数�
　●合併処理浄化槽の設置�
　　　　　　5人槽　5基 ／ 7人槽　4基�
　●単独処理浄化槽撤去費  　　　　3基�
　　 ※平成19年10月30日現在申請数�
　　　　　　5人槽　0基�
　　　　　　7人槽　1基（単独処理浄化槽より転換）�
�
◆補助対象要件�
　下水道整備事業が困難な区域又は場所の個人又
は法人が対象で、次のいずれの条件も満たす場合
に限ります。�
　●50人槽以下の合併処理浄化槽を設置する場合�
　●浄化槽法に基づく設置の届出の審査、又は建

築基準法に基づく確認を受けて合併処理浄化
槽を設置する場合�

　●補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置す
ることが出来る場合�

　●建物を借りている場合には、合併処理浄化槽
の設置について賃貸人の承諾が得られる場合�

◆補助額�
　合併処理浄化槽の設置（専用住宅等）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

合併処理浄化槽設置に伴う単独処理浄化槽撤去等�
…限度額　200,000円�

※事務所、工場等にも補助制度がありますのでお問い合わせ下さい。�

�
◆補助事業の申請�
　平成20年3月31日までに設置工事が完了する
見込みの場合は、「直島町浄化槽設置整備事業補
助金交付要綱」に定めた交付申請を平成20年1月
31日までに提出して下さい。�
（注）毎年度予算の範囲内での補助事業となり、本年度に予定

している基数を超える申請があった場合は、次年度にな
る場合もあります。�

合併処理浄化槽の設置申請はお早めに！！�

～平成20年度から浄化槽設置補助金が減額されます～�

人 槽 区 分�

　　５人槽�

６～７人槽�

８～10人槽�

11～20人槽�

21～30人槽�

31～50人槽�

限 度 額�

885,000円�

1,028,000円�

1,298,000円�

2,452,000円�

4,170,000円�

5,595,000円�



お問い合わせ先�

役場税務課　1892－2296

税証明の請求及び閲覧についての本人確認にご協力を！！�

　本人になりすました第三者による虚偽の申請を
防止し、町民の皆様の大切な個人情報を保護する
ため、証明及び閲覧請求の申請受付の際、「本人
確認」を実施しています。�
　町民の皆様の大切な個人情報が、不正な手段で
取得されるのを防止するために行うものです。ご
理解とご協力をお願いいたします。�

●本人確認が必要となるもの�
町民税関係　　　・所得証明書�

　　　　　　　　・課税証明書　・非課税証明書�

固定資産税関係　・評価証明書　・公課証明書�

　　　　　　　　・固定資産課税台帳の閲覧�

　　　　　　　　・名寄帳の写し�

納税関係　　　　・納税証明書�

●本人確認の方法�
① 官公署が発行した顔写真付きの書類いずれか1点を提示�
　・運転免許証　　・パスポート　�

　・住民基本台帳カード（写真付き）�

　・海技免状　　・電気工事士免状�

　・外国人登録証明書　など�

�
② 官公署が発行した顔写真がない書類いずれか2点を提示�

　・各種健康保険証　　・住民基本台帳カード（写真なし）�

　・各種医療受給者証　・公的年金手帳　など�

※本人確認ができる書類を持っていない人も請求はでき�
　ますが、口頭での質問をさせていただきます。�
※委任状をお持ちの人も委任を受けた本人であることの�
　確認をさせていただきます。�
※郵送で各種証明書を交付請求される場合は、本人確認�
　ができる書類のコピーを添付していただきます。�

「アートとコメの収穫祭」開催概要�

　直島では、数十年間放置されていた休耕田を田んぼに再生する試みを2006年より始めました。「ア

ートとコメの収穫祭」は、その田んぼのお米を食すと同時に、現代美術から農作物まで、こだわりのあ

る作品や商品が一堂に展覧されて売買される、文字通りのカルチャーマーケットとなります。そこでは

さまざまなグループや人々によるパフォーマンスや演奏が行われる「収穫演芸祭」も開催されます。�

　現代美術と土地との出会いは、2010年に計画されている「瀬戸内国際芸術祭（仮称）」の基本精神

でもあり、今回は芸術祭に向けてのシンポジウム「瀬戸内海の歴史とアート」が行われます。�

　「アートとコメの収穫祭」は、お米の収穫祭を祝う宴を開き、瀬戸内の島の固有の歴史と文化を繋ぎ

合わせるお祭です。ふるってご参加ください。�

�

■ 開 催 日　2007年11月23日（祝・金）・11月24日（土）�

■ 開催時間　10：00～16：30（少雨決行）�

■ 開催場所　香川県直島町本村地区特設会場2ヶ所（南寺広場、南寺駐車場／いずれも屋外）�

■ 内　　容　23・24日　10：00～16：30　アートマーケット�

　 　　　　　 　　23日　13：00～15：00　収穫演芸会�

　 　　　　　 　　24日　12：00～13：15　シンポジウム　　13：15～15：00　新米試食会�

■ 11月24日（土）開催　シンポジウム「瀬戸内海の歴史とアート」�

　　　　　　［ごあいさつ］真鍋武紀（香川県知事）�

　　　　　　［パネリスト］岡市友利（香川大学名誉教授）�

　　　　　　　　　　　　　北川フラム（地中美術館館長代理・総合ディレクター）�

　　　　　　　　　　　　　福武總一郎（財団法人  直島福武美術館財団理事長）�

　　　　　　　　　　　　　柳　幸典（アーティスト）　　　　　　　　　　　〈アイウエオ順〉�
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資料請求・お問い合わせ先�

放送大学香川学習センター　1837－9877�
http://www.u-air.ac.jp

お問い合わせ先�

〒760-0018　高松市天神前２－10�
高松税務署　法人課税第３部門　1862－4121（内線829・830）�

　受付期間：平成19年11月1日～平成20年1月7日まで�

　応募資格：中学校卒業（見込み）17歳未満の男子�

　試 験 日：平成20年1月12日�

　合格発表：平成20年2月19日�

　　詳しくは自衛隊高松募集案内所へお問い合わせください。�

1 087－861－2590　�

年末調整説明会の開催日時�

自衛隊生徒募集�

　放送大学では、平成20年度第1学期（4月入学）
の学生を募集しています。�
　放送大学はテレビなどの放送を利用して授業を
行う通信制の大学です。�
　働きながらの大学卒業やキャリアアップ、退職
後の生きがいづくりなど、様々な目的で幅広い世代、
職業の方が学んでいます。�
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学など、
幅広い分野を学べます。資料を無料で差し上げて
います。お気軽にお問い合わせください。�

放送大学4月入学生募集�

　本年も、年末調整を行う時期となりました。�
　「年末調整」は、給与の支払いを受ける人について、毎月の給与や賞与などの支払いの際源泉徴収し
た税額と、その年に納めなければならない税額と比べて、過不足額を精算する手続きです。�
　給与所得者の大部分は、この「年末調整」よってその年の所得税の納税が完了し、改めて確定申告の
手続きをとる必要がないことからも、非常に大切な手続きです。�
　このため、高松税務署では、次のとおり説明会を開催します。��

　　　　　　　　　　　月　日　平成19年11月26日（月）�

　　　　　　　　　　　時　間　12時30分～14時00分�

　　　　　　　　　　　場　所　直島町商工会館（直島町2249-22）�

年末調整関係書類を事前にお送りしていますので、ご来場の際には必ずお持ちください。�

募集期間�

平成19年12月15日～平成20年2月29日�

　「人権」というのは、人間らしい幸せな生活を
営むのに必要な権利です。お互いの人権が尊重さ
れる明るい世の中にしたいものです。�
　今年度の重点目標は�

『育てよう　一人一人の　人権意識�
　　－思いやりの心・かけがえのない命を大切に－』�

と定め、次の事項を強調事項として啓発活動に取
り組んでいます。�
　○女性の地位を高めよう�
　○子どもの人権を守ろう�
　○高齢者を大切にする心を育てよう�
　○障害のある人の完全参加と平等を実現しよう�
　○部落差別をなくそう　など�
　正しい理解を深め、みんなの力で温もりのある
明るい町をつくりましょう。�

12月4日から10日までの1週間は�
「第59回 人権週間」です。�



秋 祭 り�

稲 刈 り�

　休耕田を復活するコメ作り体験プロジェクトの
なかで、6月16日（土）に田植えを行った作業の
一環で10月14日（日）、積浦地区で稲刈りがお
こなわれました。�

　10月6日（土）から21日（日）までの各週ごとに町内各地
区の秋祭で、樽神輿・神輿・太鼓台などの奉納が無事にとりお
こなわれました。�



CAMERA REPORT
カメラ�
  リポート�
カメラ�
  リポート�
カメラ�
  リポート�

敬 老 会�
　10月10日（水）福祉センターにおいて平成19
年度敬老会がとりおこなわれ、長寿者の方々に�
田町長から記念品の贈呈がありました。今年度の
対象者470名のうち205名（男69名、女136名）
の参加がありました。�

中学生一日体験議会�
　10月23日（火）役場議場で第24回中学生1日体
験議会が開催され、27人の生徒が一般質問に立ち、
町長はじめ町当局が丁寧に回答していました。�

直島一の長寿　小林トキコさん�
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糖 尿 病�

直島町立診療所　看護師長�
竹 井　桂 子�【第6回】�

　糖尿病を勉強してきました。�

　週末の休みの日、眠い目をこすりながら受講しま

した。その中で少しだけでも皆様にお伝えできれば

と書いてみます。�

　実母は、糖尿病を基礎疾患に持ち、合併症（糖尿

病性神経障害・糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症）を

多発していました。子宮筋腫の手術を受ける時に糖

尿病と診断されました。�

　「糖尿病そのものに自覚症状がない」母は自覚症

状がなかったのでしょうか。59歳で、脳出血のため

他界しました。�

　糖尿病自体での死亡よりも、何らかの合併症で死

を迎えることが多いのです。�

　香川県の糖尿病による死亡率は10万人当たり13.1

人と全国5位だそうです。（1位徳島・4位高知）�

　なお、直島町立診療所に受診されている方で糖尿

病と診断されている患者さんは、平成19年6月～8月

を見てみますと平均127人です。�

�

ではまず糖尿病をチェックしてみましょう。 �

□太っている　　　　　　　□食べ過ぎている�

□お酒をたくさん飲む　　　□おやつは必ず食べる�

□脂っこいものが好き�

□野菜や海藻類をあまり食べない�

□朝食は食べない�

□ドリンク剤をよく飲む　　□運動不足である�

□ゆっくり休めない　　　　□甘いものが好き�

□夕食が遅くドカーンと食べる�

□食事時間が不規則�

□家族や親戚に糖尿病の人がいる�

□ストレスが溜まっている　□40歳以上である�

□妊娠中に血糖値が上がった事がある�

�

　厚生労働省健康日本21のチェック項目ですが、当

てはまる項目が多いほど糖尿病の可能性は高いので

す。あなたはどうでしたか？�

　糖尿病を一言でいえば、血液中の糖分のレベルを

調整するインスリンというホルモンが足りなくなる、

あるいはインスリンの効き目が悪くなって高血糖に

なる病気です。糖尿病には、１型糖尿病と、２型糖

尿病があります。１型糖尿病は、インスリンの合成

や分泌の絶対的な欠乏から起こるので、その治療に

はインスリン投与が必要です。しっかり治療をして

いる人たちは、インスリン投与を続けながらも、健

康な人たちに劣らず充実した生活を送っています。�

　今、大きな問題になっているのは、糖尿病患者の

９割以上を占めるといわれる２型糖尿病です。軽い

うちは目立った症状はなく、放置してしまうことが

多いからです。ところが無症状のまま高血糖を放置

しておくと、眼・腎臓・神経が障害される（３大合

併症）、全身の動脈硬化が早く進行してしまいます。�

　実母は、子宮筋腫の手術まで何らかの障害があっ

たのかもしれませんが、放置していたのだと後にな

って考えます。�

　早期に正しい方法で糖尿病と向き合えば、糖尿病

を予防すること、進行を遅らせ3大合併症を予防す

ることができるのです。�

　糖尿病の典型的な症状は、口渇・多飲・多尿・体

重減少・疲労感などです。�

　血糖の正常値は＜110です。�

　HbAIc（ヘモグロビンエーワンシー）＜5.8です。�

　HbAIcとは過去１～３ケ月の血糖の平均を評価す

るものです。�

　糖尿病の治療は「食事療法」「運動療法」が基本

です。それから「薬物療法」になります。健康な人

が、糖尿病だけでなく生活習慣病を予防するために

も大いに役立ちます。�

　標準体重を計算してみましょう。�

　　身長（m）×身長（m）×22＝標準体重�

　一日に必要なエネルギー量を計算してみましょう。�

　　標準体重×体重１kgに必要なエネルギー量（kcal）＝�
一日に必要なエネルギー量（kcal）�

（体重１kgに必要なエネルギー量は�

　　座っていることが多い人「25～30（kcal）」�

　　立っていることが多い人「30～35（kcal）」�

　　力仕事の多い人「35～（kcal）」を入れます）�

　糖尿病を予防するために自分に必要なエネルギー

量を知ってみてはどうでしょうか。食事療法には�

「糖尿病食品交換表」をお勧めします。�

　まず、検査してみてください。健診は必ず受けて

ください。�

　家族ぐるみで頑張っておられるＭさん。�

　HbAIcが高くて治療を始めたＩさん。�

ふれあい診療所スタッフはいつも応援していますよ。 



心と体を元気にしよう！心と体を元気にしよう！�心と体を元気にしよう！心と体を元気にしよう！�心と体を元気にしよう！�

歯周疾患検診を受けましょう！歯周疾患検診を受けましょう！�歯周疾患検診を受けましょう！歯周疾患検診を受けましょう！�歯周疾患検診を受けましょう！�
　「8020（ハチマルニイマル）」運動推進のため、１１月３０日まで歯周疾患検診を行っています。対象とな
る方には既に案内をお配りしていますが、まだ申し込みをされていない方も、検診受付をしていますので、
是非お申し込みください。�

　歯周病菌は全身疾患に関わっています。動脈硬化や血管系の病気、肺炎などの呼吸器系の疾患にも深く関
係しています。いつまでも自分の歯で、おいしくご飯を食べたいですね。そのためにも、歯周病を予防して、
身体の健康を守りましょう。�

対 象 者：☆昭和11年4月1日～昭和12年3月31日生�

　　　　　☆昭和21年4月1日～昭和22年3月31日生�

　　　　　☆昭和31年4月1日～昭和32年3月31日生�

　　　　　☆昭和41年4月1日～昭和42年3月31日生�

実施場所：安田歯科医院�

実施期間：平成19年11月30日（金）まで�

　　　　　午前9時～12時・午後2時～6時�

　　　　　※但し、木曜日午後は休診�

料　　金：無料�

食 育 と は � 出 来 る こ と と は ？ �食 育 と は � 出 来 る こ と と は ？ �

　最近テレビや新聞でよく取り上げられることに、

「子供の生活習慣病・子供の集中力欠如・犯罪の低

年齢化・食生活の荒廃」などがあり、耳に痛い言葉

ばかりです。こういった現状をふまえ、子供の頃か

ら食習慣をしっかりと身に付けておけば、これらの

ことが防げるといったことから「食育基本法」が制

定され、国を挙げての食育推進が始まりました。�

　「朝ご飯を食べよう。野菜をたくさん食べよう。

ジュースや甘いものは控えてお茶を飲もう。」これ

くらいのことは誰だって知っています。でも、実際

に実行している子供はどれくらいいるでしょうか。

高校・大学に進むにつれて実行している人は減り、

分かっていても実行できていないのが現状です。�

　では「知識」さえしっかりしていれば、実行でき

るでしょうか。そうではありませんね。知識ではな

く、食べ物の命に支えられて生きていることを実感

し、自分の体を大切に考えて、食の改善を実行する

強い意志があるかどうかではないでしょうか。�

　まず、朝ご飯をきちんと食べることから始めてみ

ませんか？ただ食べるだけではなく、30回奥歯でし

っかり噛んで食べましょう。「30回 !?」そんなの無

理って思わないで下さい。今自分が食事のときに何

回噛んでいるか数えてみましょう。そして、その回

数にあと５回余分に噛む事から始めましょう。そう

して、だんだん回数を増やしていくと、30回が苦に

ならず噛めるようになります。奥歯で噛む事によっ

て、目もすっきりと覚め集中力のアップにもつなが

ります。�

　「できること

からまず一つず

つ！」ここから

始めてみません

か？�



住民税のしくみが変わりました。�
市区町村への申告により、住民税が減額されます。対象の方は申告が必要です。�

◎所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方�
　（平成20年度分から平成28年度分までの住民税で適用）�

◎平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方�
　（平成19年度分住民税のみ適用）�

　平成20年以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要となります。�
平成19年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、平成20年１月１日現在お住まいの市区町村
へ、平成20年３月17日までに「市町村民税道府県民税　住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出して
ください。�

　所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには申告が必要となります。�
平成19年度分住民税を課税した平成19年１月１日現在お住まいの市区町村へ減額申告書を提出してくだ
さい。他の市区町村へ転居された方は申告先をお間違えにならないようご注意ください。�
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住民税住宅�
ローン控除額�

措 

置�

所得税から控除しきれなかった住宅ローン�
控除額を翌年度の住民税（所得割）から控除�

これまで所得税から控除できた住宅ローン控除額が減少�

税源移譲前税源移譲前� 税源移譲後税源移譲後�税源移譲前� 税源移譲後�

住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法�

源泉徴収票を添付して直島町役場へ提出�

所得税の確定申告書とともに税務署へ提出�

住民税の住宅ローン控除の適用を受ける方�

所 得 税 の 確 定 申 告 を さ れ な い 方 �

所 得 税 の 確 定 申 告 を さ れ る 方 �

平成18年中の所得に対して課税� 平成19年中の所得に対して課税�税源移譲により増額となった住民税額�
（減税となった所得税額）�

税源移譲により増額となった住民税相当額が還付されます。�

申告により�
還 付�

住民税�

住民税�

住民税�

所得税�

所得税�

所得税・非課税�

平成18年（度）�

平成19年（度）�

平成19年（度）�

所得変動がない場合�

所得変動があった場合�

申告が�
必要です！�

申告期間�

平成20年�
3月17日�
まで�

申告期間�

平成20年�
3月17日�
まで�

　税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更に
よる税負担の増加の影響のみを受けた方については、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源
移譲により増額となった住民税相当額を還付します。�

控除しきれなかった分は住民税（所得割）から控除します。�
　税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18
年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額があ
る場合は、翌年度の住民税（所得割）から控除できます。�

減少�



�

�

※平成19年中になくなられた方や海外へ転出されて平成20年１月１日現在国内に居住されていない方には、この経過措
置は適用されません。�

※この経過措置の対象となる方は、住民税と所得税の人的控除（配偶者控除、扶養控除、基礎控除など）額の差の合計
額が、平成20年度の住民税の合計課税所得金額（課税長期譲渡所得等の金額がある場合は、これらの金額を合計した
金額）以上になる方に限られます。したがって、寄附金控除額などの人的控除以外の控除額が増加したり、住宅ロー
ン控除などによって所得税が課税されなくなった方には、この経過措置は適用されません。�

●●●●●●●●●●●●●●●● 申告先 ●●●●●●●●●●●●●●●●�
平成19年1月1日現在お住まいの市区町村�

お問い合わせ先�

役場税務課　1892－2296

お問い合わせ先�

役場住民福祉課　1892－3400

　自立支援給付以外に、町が地域の実情にあわせ、障害者の地域における生活を支えるさまざまなサービ
スが地域生活支援事業です。�

〔地域生活支援事業〕平成18年10月より実施�

●相談支援事業（そうだんしえんじぎょう）�
　　障害者や家族の相談に応じます。�

●コミュニケーション支援（こみゅにけーしょんしえん）�
　　手話通訳者や要約筆記者等を派遣する事業などを行います。�

●日常生活用具の給付・貸与事業（にちじょうせいかつようぐのきゅうふ・たいよじぎょう）�
　　日常生活の利便をはかるための用具を給付・貸与します。�

●移動支援事業（いどうしえんじぎょう）�
　　外出時の円滑な移動を支援します。�

●日中一時支援事業（にっちゅういちじしえんじぎょう）�
　　日中における活動の場の提供と介護されている家族を支援します。�

事
業
の
一
例
�

　先月号で、「不健康な生活習慣」から「内臓肥満」につながると言いましたが、では、具体的にど
ういった生活習慣が「内臓肥満」につながるのでしょうか？�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
　主に、上記のような原因が挙げられますが、あなたの生活習慣で当てはまるものがありますか？�
　私たちは飽食と電化時代・ストレス社会の中で生きており、生活様式が昔と比べ大幅に変わってき
ています。テレビでも電気でもリモコン一つでつけることができます。電話も、携帯電話をそばにお
いておけば動かなくてすみます。電化時代において便利さを得たと同時に、動くことを手放したのか
もしれません。内臓脂肪は皮下脂肪と違い、比較的容易に減らすことができますので、日常生活の見
直しを行い、内臓脂肪の蓄積を防ぎましょう！！�

平成20年4月から特定健診が始まります !⑤�

内臓脂肪の蓄積内臓脂肪の蓄積�内臓脂肪の蓄積内臓脂肪の蓄積�内臓脂肪の蓄積�
アルコール過剰�

運動不足� ストレス� 喫 煙� 閉 経� 加 齢� 栄養過�

遺伝素因�

ご存知ですか？障害保健福祉サービス等のお知らせ④ご存知ですか？障害保健福祉サービス等のお知らせ④�ご存知ですか？障害保健福祉サービス等のお知らせ④ご存知ですか？障害保健福祉サービス等のお知らせ④�ご存知ですか？障害保健福祉サービス等のお知らせ④�



　先月号では、平成18年度の疾病分類についてご説明いたしましたが、今月は平成18年度の年齢階層別の

医療費状況についてご説明したいと思います。�

　下の表・グラフのとおり、全体的には香川県の平均に似たグラフになっていますが、10～19歳は県平均

の5.1倍、40～49歳は2.18倍と非常に高くなっております。�

　逆に20～29歳は県平均の－2.67倍、30～39歳は－1.92倍と低くなっております。�

　これらの要因の中には、当町はもともと被保険者数が少なく、特に若い人が非常に少ないということが

挙げられますが、合計の医療費でも県平均の1.29倍となっておりますので、やはり当町の医療費は香川県

の平均と比べ非常に高いということが分かると思います。�

　今、直島町は全国的に観光スポットとして有名ですが、反面、高医療費としても有名になりつつありま

すので、今後、更なる医療費の適正化にご協力よろしくお願いします。�

国民健康保険についてのお問い合わせは、役場住民福祉課　国民健康保険係（1892－2223）まで�

〈今月のアクアウォーキング教室は、 11月15日（木）13：10より福祉センター温水プールにて開催します。 〉�

年齢階層別・1人当り費用額（入院＋入院外）�

平成平成１８年度の年齢階層別医療費年度の年齢階層別医療費について�平成平成１８年度の年齢階層別医療費年度の年齢階層別医療費について�平成１８年度の年齢階層別医療費について�

年齢階層�

0～9歳�

10～19歳�

20～29歳�

30～39歳�

40～49歳�

50～59歳�

60～69歳�

70歳以上�

合　　計�

直 島 町�

28,157 �

110,254 �

10,841 �

24,468 �

146,920 �

110,009 �

117,449 �

250,900 �

170,953 

香 川 県�

43,718 �

21,601 �

28,915 �

46,863 �

67,429 �

95,586 �

116,556 �

223,516 �

132,774 
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（単位：円）�
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スポーツ通信�（敬称略）�

平成１９年8月6日（月）～10月4日（木）　町民グランド�

◎直島町体育協会軟式野球秋季大会�
　リーグ戦�

優　勝　　ギャンブラーズ�

準優勝　　アトムズ�

平成１９年10月7日（日）　徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場�

◎第25回四国マスターズ陸上競技�
　選手権大会�

種目：砲丸投げ（Ｍ70）�

　第２位　　奥田　俊彦（記録10ｍ35）�
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　平井国土交通副大臣が10月５日（金）直

島町鶴石受水場と直島港の状況を視察し、

離島振興事業の留意点の確認を行っていま

した。�

［6チーム］�

平井副大臣視察来島平井副大臣視察来島�平井副大臣視察来島平井副大臣視察来島�平井副大臣視察来島�



【応募方法】�
　はがきに答えの記号（例①－Ａ）、住所（地区）、氏名、年齢、広報
についてご意見、要望などを書き添えて応募してください。�
　全問正解者の中から、抽選で5名の方に町指定のゴミ袋をプレゼ
ントします。応募は一世帯一通に限ります。�
　締切り／11月20日（火）（当日消印有効）�
　宛　先／〒761－3110 直島町1122－１ 直島町役場総務課�

「広報クイズ」係�

　※当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。�
　※ご応募いただいたお客さまの個人情報は、賞品発送のみに使用し、�
　　第三者に開示・提供・共有したりすることはありません。�

10月号の答え①C・②C・③A　応募総数７通�

●●●答えは、今月号の広報紙の中にあります●●●�

チャレンジ！ 広報クイズ�チャレンジ！ 広報クイズ�
皆さんの応募をお待ちしています。�

世帯数�
人　口�
　男�
　女�

1,501�
3,431�
1,703�
1,728

（±0 ）�
（－1 ）�
（－2 ）�
（＋1 ）�

11月1日現在（先月比）�

町の面積　　14.22 k㎡�

◆わが家のスター◆�
　お子さんの写真と両親からのメッセージを添えてください。�

◆俳句・川柳コーナー◆�
　テーマは自由です。どうぞご自分の作品をお気軽に発表してみてください。�

◆ミニギャラリー◆�
　得意な「絵」を描いて送ってみませんか？「絵」ならなんでも結構です。�

応募方法�
　官製はがき、または封筒に住所（地区）・氏名・年齢・電話番号をお
　書き添えのうえ、次の宛先に11月20日（火）（当日消印有効）までに
　ご応募ください。�

宛 　 先�
　〒761－3110　直島町1122－1�
　　直島町役場総務課　「広報なおしま○○○コーナー」�

■発行／平成19年11月9日　■編集／直島町役場総務課�
■印刷／山陽印刷（株）　　　　　　　0７６１ー３１１０香川郡直島町１１２２ー１�

�

※みなさんチャレンジ！広報クイズにどしどし応募ください。�

この広報紙は自然保護のため�
再生紙を使用しています。�古紙配合率100%再生紙を�

使用しています�

●直島町のホームページ●�

●電子メール●�

http：//www.town.naoshima.lg.jp

somu1＠town.naoshima.lg.jp

①平成７年１月１７日に発生した兵庫県南部沖地震の死者数は？�
　 Ａ　3,431人　　　Ｂ　6,434人　　　　Ｃ　6,436人�
②直島町の国民健康保険医療費はいくら？�
　 Ａ　132,774円　　Ｂ　146,920円　　　Ｃ　170,953円�
③19年度の敬老会参加者数は？�
　 Ａ　205名　　　 Ｂ　236名　　　　Ｃ　470名�

玉野市休日当番医　市外局番（０８６３）� ふれあい診療所（11月・12月） 外来診療担当医予定表�

※診察時間は、午前９時から午後５時まで�
※休日当番医は都合により変更することがあります。�

※担当医は都合により変更することがあります。�
※診察時間　午前９時～12時・午後２時30分～４時30分�
※救急患者の場合は診療時間外でも診療いたしますのでふれあい診療�
　所に電話してください。　　　ふれあい診療所（1892－2266）�

日� 内　　　科� 外　　　科� 歯　　　科�

23

11月�

18

25

16

9

12月�

2

こやま医院�
（八浜見石）51－3333

三宅内科外科医院�
（槌ヶ原）71－2277

中村（睦）医院�
（日比）81－2861

おおが内科眼科�
（羽根崎町）81－1696

佐野整形外科医院�
（宇野）21－2924

市民病院外科�
（宇野）31－2101

林医院�
（玉）32－0863

中村医院�
（長尾）71－2217

平山医院�
（長尾）71－2850

池上内科医院�
（用吉）71－0747

中谷外科病院�
（田井）31－2323

藤原（英）医院�
（八浜町八浜）51－2078

たなべ内科�
（八浜）51－3600

近藤医院�
（東田井地）41－1061

橋本医院�
（奥玉）31－8148

油原医院�
（和田）81－8235

山田外科医院�
（和田）81－7197

半井医院�
（築港）21－2861

横 防　岡崎　貢さんの作品「ポストのある風景」�
本 村　山口愛子さんの作品「松茸」�

月曜日�

11.5�

東矢・廣瀬�

12�
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東矢�

15�
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東矢�
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14�

東矢�
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